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新座警察署

Stop！

詐欺被害

！

交通課

〇警察は、SNSで連絡することはありません

〇警察は、警察手帳や逮捕状などの画像を送ることはありません

〇警察は、捜査等の名目で金銭を要求しません

実在する警察署等の電話番号を偽装して表示させる場合があるので、
警察官をかたる電話を受けた時は、「所属」「氏名」を聞き、
一旦電話を切って、警察署に確認してください

「自転車運転安全五則」
① 車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

② 交差点では信号と

一時停止を守って、安全確認

③ 夜間はライトを点灯

④ 飲酒運転は禁止

⑤ ヘルメットを着用

自転車利用の事故多発・マナーを守って安全に！

4月１日から自転車青切符が適用されました。（１６歳以上が対象）
自転車は免許はなくても道路交通法上では車両です。

ルールを守って責任ある運転をお願いします。

青切符導入により検挙後の手続き
は大きく変わります。しかし、自転
車の基本的な交通ルールや交通違反
の指導取締りについての考え方は変
わりません。
命を守るため「ヘルメット」

を着用し自転車を安全に利用
しましょう。

警察事務職員（上級）募集

上級の受験資格は、大学卒業及び卒業見込

みの者又は、人事委員会が大学卒業と同等の

資格があると認める者です。

警察事務は、情報管理、会計、庶務、運転

免許関係等様々な仕事があります。

受験資格や仕事内容など、詳しくは下記ま

でご連絡ください。

悪質商法及び訪問盗に注意！

訪問者が訪ねてきても直ぐに玄関を開け

ないで、応対はインターフォンで用件を聞

くようにして下さい。

ドアを開けてしまうと、相手はいつまでも

居続けてしまいますので、十分注意しま

しょう。

ニセ警察官詐欺に注意！

【お問い合わせ】

埼玉県警察採用センター

0120-373-214

新座警察署

電話 048-482-0110


